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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　有益薬剤をユーザに送達するための薬剤送達リザーバであって、
　内部に画定された流体リザーバを有する薬剤送達リザーバハウジングを備え、前記薬剤
送達リザーバハウジングが、薬剤送達リザーバ基部領域を有し、流体リザーバが、薬剤送
達リザーバハウジング内に配置された可撓性バッグであり、前記薬剤送達リザーバがさら
に、
　流体リザーバ内部に伸び、流れ内腔を画定しかつ流体リザーバの外周に接近して配置さ
れた、遠位端を有する管状壁を含む浸漬管を備え、管状壁は、内部に画定されてかつ流体
リザーバと流体連通して管状壁の長さに沿って遠位端の近くから離間された複数の開口部
を有し、複数の開口部は、流体リザーバと流体連通し、１つ以上の大きさ、形状、または
間隔を有する複数の開口部は、複数の開口部を通るほぼ均一な流量分布を供給するように
構成され、前記薬剤送達リザーバがさらに、
　薬剤リザーバハウジングの外側に配置され、浸漬管の近位端に結合されるアダプタを備
える、薬剤送達リザーバ。
【請求項２】
　浸漬管は、流体リザーバの内部領域を斜めに横切って配置される、請求項１に記載の薬
剤送達リザーバ。
【請求項３】
　浸漬管は、流体リザーバの外周に沿って配置される、請求項１に記載の薬剤送達リザー
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バ。
【請求項４】
　複数の開口部は、管状壁の長さに沿って互いから均等に離間される、請求項１に記載の
薬剤送達リザーバ。
【請求項５】
　複数の開口部のうち出口端に最も近い開口部は、出口端から管状壁の長さの少なくとも
１５％の距離だけ離間される、請求項１に記載の薬剤送達リザーバ。
【請求項６】
　複数の開口部は、管状壁の長さに沿って隣接する開口部間の間隔が異なる、請求項１に
記載の薬剤送達リザーバ。
【請求項７】
　複数の開口部は、管状壁の長さに沿って横断寸法が異なる、請求項１に記載の薬剤送達
リザーバ。
【請求項８】
　複数の開口部のサイズは、出口端から遠位端に向かって管状壁に沿って大きくなる、請
求項１に記載の薬剤送達リザーバ。
【請求項９】
　複数の開口部は、溝穴付き形状である、請求項１に記載の薬剤送達リザーバ。
【請求項１０】
　複数の開口部は、円形である、請求項１に記載の薬剤送達リザーバ。
【請求項１１】
　複数の開口部のうち少なくとも２つは、管状壁の長さに沿って軸方向に整列され、管状
壁の周囲方向に離間される、請求項１に記載の薬剤送達リザーバ。
【請求項１２】
　薬剤送達リザーバはさらに、流体リザーバ内に流体有益薬剤を含み、流体有益薬剤は、
出口端に近い領域から遠位端に近い領域に向かって増加する容積及び濃度を有し、浸漬管
は、実質的に均一な濃度で流体有益薬剤の容積を送達するように構成される、請求項１に
記載の薬剤送達リザーバ。
【請求項１３】
　それぞれ出口から伸びる第１の浸漬管部分と第２の浸漬管部分との接合部をさらに含む
、請求項１に記載の薬剤送達リザーバ。
【請求項１４】
　流体リザーバ内に流体治療薬剤をさらに有し、流体治療薬剤が、不均一な濃度を有する
、請求項１に記載の薬剤送達リザーバ。
【請求項１５】
　実質的に均一な濃度で流体有益薬剤を送達するように構成された浸漬管をさらに有し、
少なくとも浸漬管の遠位端は、流体リザーバ内に配置される、請求項１に記載の薬剤送達
リザーバ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、２０１４年９月２３日に出願された米国仮特許出願第６２／０５４，１４６号
の利益を主張するものであり、その全体において参照によって本願明細書に組み込まれた
ものとする。
【０００２】
　本開示の主題は、流体を制御及び送達する、例えば、ユーザに有益薬剤を送達するため
の装置、システム、及び方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　本開示の主題は、全般的には、流体を制御及び送達する、例えば、ユーザに有益薬剤を
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送達するための装置、システム、及び方法に関する。
【０００４】
　流体状の有益薬剤を制御及び送達するための様々な流体輸送装置及びシステムが開発さ
れてきた。このような流体流動システムは、（１）容積式ポンプを使用した容積式吸引流
動システム、及び（２）真空源を使用した真空式吸引システムを含むことができる。例え
ば、容積式吸引システムは、ユーザに治療薬剤を送達するための蠕動ポンプを含む。例え
ば、流れを誘導するために可撓性管を押圧する回転ロールを使用するような様々な形態の
蠕動ポンプが周知である。カセットシステムもしくは他の薬剤送達リザーバ構造は、可撓
性管によって有益薬剤源に流体を供給するためにポンプ装置と結合可能である。
【０００５】
　可搬式注入ポンプはユーザによって装着もしくは携行が可能であるので、該装置及びシ
ステムは、特に有益である。しかしながら、まだ該装置及びシステムを改良する必要があ
る。例えば、送達プロセス全体にわたって、ほぼ均一な濃度の有益薬剤を送達するのが望
ましい。しかしながら、有益薬剤の濃度が流体リザーバ全体で均一でない、均一な状態の
ままでなくなる可能性がある。そのため、送達プロセス全体にわたって、有益薬剤をより
均一に送達することができる薬剤送達リザーバが必要であり、要望される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本開示の主題の目的及び利点は、以下の説明で示され、以下の説明から明らかになり、
また本開示の主題を実施することにより習得されるであろう。本開示の主題のさらなる利
点は、記載されている説明及び請求項において、さらに添付図面から、特に指摘されてい
る方法及びシステムによって実現され、達成されるであろう。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上述の利点及び他の利点を実現するために、本開示の主題の目的によれば、具現化され
概略的に説明されているように、本開示の主題は、ユーザに有益薬剤を送達するための薬
剤送達リザーバを含む。薬剤送達リザーバは、通常、薬剤送達リザーバハウジング、浸漬
管、及びアダプタを含む。薬剤送達リザーバハウジングは、内部に画定される流体リザー
バと、薬剤送達リザーバ基部領域を有する。浸漬管は、流体リザーバ内部に伸び、流れ内
腔を画定する管状壁を含む。管状壁は、内部に形成されて流体リザーバと流体連通した管
状壁の遠位端から近接して離間される少なくとも１つの開口部を有する。アダプタは、薬
剤送達リザーバハウジングの外側に配置され、浸漬管の近位端に結合される。
【０００８】
　さらに、本明細書で具現化されているように、流体リザーバは、ハウジング内に配置さ
れる可撓性バッグとすることができる。いくつかの実施形態では、浸漬管は、流体リザー
バの内部領域を斜めに横切って配置される。追加的に又は代替的に、浸漬管は、流体リザ
ーバの外周に沿って配置されるか、もしくは浸漬管の少なくとも一部が中心領域の近くに
配置されてよい。
【０００９】
　さらに、本明細書で具現化されているように、管状壁は、管状壁の長さに沿って離間さ
れた複数の開口部を有することができる。複数の開口部のうち出口に最も近い１つは、出
口端から管状壁の長さの少なくとも１５％の距離だけ離間されてよい。いくつかの実施形
態では、複数の開口部のうち出口に最も近い１つは、出口端から管状壁の長さの約２０％
の距離だけ離間される。
【００１０】
　さらに、本明細書で具現化されているように、複数の開口部は、管状部材の長さに沿っ
て複数の開口部を通るほぼ均一な流量分布を形成するように構成されてよい。複数の開口
部は、管状壁の長さに沿って隣接する開口部間の間隔が異なってよい。いくつかの実施形
態では、複数の開口部は、管状壁の遠位端に向かって、間隔が狭くなってよい。追加的に
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又は代替的に、複数の開口部は、管状壁の長さに沿って横断面寸法が異なってよい。いく
つかの実施形態では、複数の開口部は、管状壁の長さに沿って横断面寸法が大きくなって
よい。例えば、本明細書で具現化されているように、複数の開口部のサイズは、出口端か
ら遠位端に向かって、管状壁に沿って次第に大きくなってよい。
【００１１】
　さらに、本明細書で具現化されているように、複数の開口部は、溝穴付き形状にするこ
とができる。あるいは、複数の開口部は、円形にすることができる。複数の開口部のうち
少なくとも２つは、管状壁の長さに沿って軸方向に整列され、管状壁の周囲方向に離間さ
れてよい。追加的に又は代替的に、複数の開口部のうち少なくとも３つは、管状壁の長さ
に沿って軸方向に整列され、管状壁の周囲方向に離間されてよい。
【００１２】
　さらに、本明細書で具現化されているように、薬剤送達リザーバは、リザーバ内に流体
有益薬剤を含むことができる。有益薬剤の濃度は、リザーバ全体でほぼ均一な濃度である
場合もあれば、不均一な濃度である場合もある。例えば、流体有益薬剤の容積及び濃度は
、出口端に近い領域から遠位端に近い領域向かって次第に増加してよい。浸漬管は、流体
有益薬剤の容積を実質的に均一な濃度で送達するように構成されてよい。
【００１３】
　いくつかの実施形態では、薬剤送達リザーバは、それぞれ出口から伸びる第１の浸漬管
部分と第２の浸漬管部分との接合部を含んでよい。
【００１４】
　上述の包括的な説明及び以下の詳細な説明は、例であって、請求される本開示の主題を
さらに詳細に説明することを目的として提示されていることは理解されたい。
【００１５】
　本明細書に組み込まれ、本明細書の一部を構成する添付図面は、本開示の主題を説明し
、本開示についてさらに理解を提供するために含まれる。図面は、説明と共に、本開示の
主題の原理を説明する役目を果たす。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本開示の主題の有益薬剤を送達するための例示的な装置の分解平面図である。
【図２】図１の装置の斜視図である。
【図３】本開示の主題の例示的な流体リザーバ送達管アセンブリの平面図である。
【図４】本開示の主題の別の実施形態の流体リザーバ送達管アセンブリの平面図である。
【図５Ａ】本開示の主題の別の実施形態の流体リザーバ送達管アセンブリの概略図である
。
【図５Ｂ】本開示の主題の別の実施形態の流体リザーバ送達管アセンブリの概略図である
。
【図５Ｃ】本開示の主題の例示的な流体リザーバの概略図である。
【図５Ｄ】本開示の主題のさらに別の実施形態の流体リザーバ送達管アセンブリの平面図
である。
【図５Ｅ】本開示の主題のさらに別の実施形態の流体リザーバ送達管アセンブリの概略図
である。
【図６Ａ】図１の装置の例示的な薬剤送達リザーバの上部を左側から見た斜視図である。
【図６Ｂ】図１の装置の例示的な薬剤送達リザーバの後部を右側から見た斜視図である。
【図７】本開示の主題の有益薬剤を送達するための別の例示的な装置であり、カセットが
ポンプから分離された状態の斜視図である。
【図８】図７のカセットとポンプが開位置のラッチによって接合される様子を連続的に示
した図である。
【図９】図７のカセットとポンプが開位置のラッチによって接合される様子を連続的に示
した図である。
【図１０】図７のカセットとポンプが開位置のラッチによって接合される様子を連続的に
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示した図である。
【図１１】図７のカセットとポンプが開位置のラッチによって接合される様子を連続的に
示した図である。
【図１２】閉位置のラッチによって接合された図７のカセットとポンプを示した図である
。
【図１３Ａ】本開示の主題の浸漬管のいずれかと共に使用することができる開口部構造の
例示的な実施形態を示した図である。
【図１３Ｂ】本開示の主題の浸漬管のいずれかと共に使用することができる開口部構造の
例示的な実施形態を示した図である。
【図１３Ｃ】本開示の主題の浸漬管のいずれかと共に使用することができる開口部構造の
例示的な実施形態を示した図である。
【図１４Ａ】本開示の主題の浸漬管のいずれかと共に使用することができる開口部構造の
別の例示的な実施形態を示した図である。
【図１４Ｂ】本開示の主題の浸漬管のいずれかと共に使用することができる開口部構造の
別の例示的な実施形態を示した図である。
【図１４Ｃ】本開示の主題の浸漬管のいずれかと共に使用することができる開口部構造の
別の例示的な実施形態を示した図である。
【図１４Ｄ】本開示の主題の浸漬管のいずれかと共に使用することができる開口部構造の
別の例示的な実施形態を示した図である。
【図１５】本開示の主題の浸漬管のいずれかと共に使用することができる開口部構造の別
の例示的な実施形態を示した図である。
【図１６Ａ】本開示の主題の浸漬管のいずれかと共に使用することができる開口部構造の
さらに別の例示的な実施形態を示した図である。
【図１６Ｂ】本開示の主題の浸漬管のいずれかと共に使用することができる開口部構造の
さらに別の例示的な実施形態を示した図である。
【図１６Ｃ】本開示の主題の浸漬管のいずれかと共に使用することができる開口部構造の
さらに別の例示的な実施形態を示した図である。
【図１６Ｄ】本開示の主題の浸漬管のいずれかと共に使用することができる開口部構造の
さらに別の例示的な実施形態を示した図である。
【図１７】本開示の主題の例示的な蠕動管をさらに詳細に示した図である。
【図１８Ａ】本開示の主題の例示的な接合継手の左側面図である。
【図１８Ｂ】図１８ＡのラインＡ－Ａに沿った側断面図である。
【図１８Ｃ】図１８Ｂの領域Ｃの拡大側断面図である。
【図１８Ｄ】図１８Ａの接合継手の平面図である。
【図１９】浸漬管を使用しないカセットの場合と比較して、本開示の主題の例示的な浸漬
管構造を使用した薬剤送達リザーバの投与量当たりの例示的な有益薬剤濃度を示した図で
ある。
【図２０】本開示の主題の例示的な浸漬管構造を使用した薬剤送達リザーバの投与量当た
りの例示的な有益薬剤濃度を示した図である。
【図２１】本開示の主題の例示的な浸漬管構造を使用した薬剤送達リザーバの投与量当た
りの例示的な有益薬剤濃度を示した図である。
【図２２】本開示の主題の例示的な浸漬管構造を使用した薬剤送達リザーバの投与量当た
りの例示的な有益薬剤濃度を示した図である。
【図２３】本開示の主題の流体の複数の領域に対する例示的な有益薬剤濃度を示した図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本開示の主題の例示的な実施形態について詳細に説明する。これらの実施形態の例は、
添付図面に示されている。本開示の主題の方法については、システムの詳細な説明と併せ
て説明する。本明細書で提示される装置及び方法は、ユーザに有益薬剤を送達するのに使
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用することができる。
【００１８】
　添付図面では、同様の参照番号は個々の図面を通して同一もしくは機能的に類似した要
素を指すものであるが、添付図面は、様々な実施形態をさらに詳細に説明し、本開示の主
題に従う様々な原理及び利点を説明するのに役立つ。
【００１９】
　本明細書に示されている装置及び方法は、様々な適切な治療薬剤もしくは治療物質（例
えば、薬剤もしくは生物学的薬剤）のいずれかを患者に投与するのに使用することができ
る。例えば、本明細書で具現化されているように、薬剤送達リザーバは、ユーザに有益薬
剤を送達するためにポンプなどと共に使用するために提供される。薬剤送達リザーバは、
内部に流体リザーバが画定されたハウジングを含む。ハウジングは、カセットもしくは同
様の剛体の形状とすることができる。流体物質を含む流体リザーバは、送達管システムに
接合されてよい。ポンプは、動作時に、配管システムを通して流体物質を送達するために
薬剤送達リザーバ上で動作することができる。このように、装置は、送達管システムを通
して患者に、液体もしくはゲル状の製剤を含む流体物質（例えば、治療薬剤）の投与量を
投与することができる。いくつかの実施形態では、流体治療薬剤は、１つ又は複数の医薬
品もしくは生物学的薬剤を含むことができる。
【００２０】
　本開示の主題によれば、有益薬剤をユーザに送達するための薬剤送達リザーバが提供さ
れる。薬剤送達リザーバは、一般に、内部に流体リザーバが画定された薬剤送達リザーバ
ハウジングを含む。薬剤送達リザーバハウジングは、薬剤送達リザーバ基部領域を含む。
薬剤送達リザーバは、流体リザーバ内部に伸びる浸漬管を含む。浸漬管は、流れ内腔を画
定する管状壁を含む。管状壁は、内部に形成されて流体リザーバと流体連通した管状壁の
遠位端から近接して離間される少なくとも１つの開口部を有する。薬剤送達リザーバはさ
らに、浸漬管の近位端に結合されるアダプタを含む。アダプタは、薬剤送達リザーバハウ
ジングの外側に配置されてよい。
【００２１】
　限定ではなく説明及び例示の目的のために、本開示の主題の装置の例示的な実施形態は
、図１から図２に示されており、全体に参照番号１００で示されている。本明細書で具現
化されているように、限定ではなく例示の目的のために、装置１００は、カセット１０の
形態で提供される。カセット１０は、カセットハウジング１１と、カセットハウジング１
１内に画定される流体リザーバ１２とを有する。カセットハウジング１１は、本明細書で
さらに詳細に説明するように、ポンプハウジング３１を有するポンプ機構３０と接合する
ためにカセット基部領域８３を含むことができる。図１及び図２に示されているように、
本明細書でさらに説明するように、装置はさらに、送達管２０を含むことができる。いく
つかの実施形態では、送達管２０は、カセットハウジング１１内に配置される第１の部分
２１と、カセットハウジング１１の外側に配置される第２の部分２２とを有することがで
きる。このように、ハウジング１１は、剛性部材である。代替的に、ハウジング自体は、
流体リザーバ１２を画定するための可撓性パウチなどの形態にすることができる。
【００２２】
　本開示の主題によれば、流体リザーバ１２は、カセットハウジング１１の内表面によっ
て画定されてよい。代替的に、本明細書に示されているように、流体リザーバ１２は、カ
セットハウジング１１の内部に配置される別個の部材によって画定されてよい。例えば、
限定ではなく例示の目的のために、図３、図４、及び図５Ａから図５Ｃの様々な実施形態
でそれぞれ示されている流体リザーバ１２は、可撓性パウチとして構成されてよい。それ
ぞれの実施形態の流体リザーバ１２はさらに、以下でさらに詳細に説明するように、凹凸
付き内表面を有してもよい。パウチの反対側面は、流体リザーバ１２を形成するために、
例えば、熱溶接もしくは高周波（ＲＦ）溶接などによって、（図５Ａの「外周Ｂ」で示さ
れているように）外周に沿って固定されてよい。流体リザーバ１２は、「丸みを帯びた角
丸正方形」としてよい。例えば、図３から図５Ｅに示されているように、また本明細書で
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具現化されているように、流体リザーバ１２は、通常、角丸の正方形とすることができる
。角丸にすることにより、より簡単にバッグをカセットハウジング１１に収めることがで
き、バッグに流体有益薬剤をより均一に充填することができ、カセットとポンプの正常な
動作時に、流体有益薬剤が閉じ込められる、もしくは流体物質を流体リザーバから除去す
ることができなくなるのを阻止もしくは防止することができる。追加的に又は代替的に、
流体リザーバ１２の表面にリッジが形成されてよい。リッジにより、より簡単に流体有益
薬剤を管に引き込むことができるようになる。
【００２３】
　流体リザーバ１２は、低酸素透過性を有する可撓性材料から形成されてよい。限定では
なく例示の目的のために、流体リザーバ１２は、ＥＶＡ／ＥＶＯＨ／ＥＶＡ、ＴＯＴＭ可
塑化ＰＶＣ、これらの組み合わせ、もしくは他の適切な材料で作られてよく、本明細書で
具現化されているように、Ｒｅｎｏｌｉｔ製のＳｏｌｍｅｄ（Ｒ）Ｍｅｄｉｐａｋ　ＵＶ
Ｏ　９００２で作られてよい。限定ではなく例示の目的のために、本明細書で具現化され
ているように、流体リザーバ１２の厚さは、約１２ミルとしてよい。さらに、限定ではな
く例示の目的のために、流体リザーバ１２は、接着剤を使用して、ＲＦ溶接によって、も
しくは任意の他の適切な技術によって形成されてよい。
【００２４】
　本明細書で説明されているように、本開示の主題によれば、浸漬管１３は、流体リザー
バ１２の内部に配置される。浸漬管１３は、流れ内腔を画定する管状壁１３ａを含む。本
明細書に開示されている浸漬管１３の管状壁１３ａは、内部に形成されて管状壁１３ａの
遠位端から近接して離間される少なくとも１つの開口部１４を有してよい。開口部１４は
、リザーバ１２内に収容されている有益薬剤を受け取るために、リザーバ１２と流体連通
している。さらに、流体リザーバ１２の内表面は、開口部１４の意図せぬ閉塞を防ぐこと
によって流体流れを促進するために、凹凸付き、リブ付き、もしくは溝付きの形状にして
よい。例えば、本明細書で具現化されているように、流体リザーバ１２は、図５Ｄに示さ
れているように、内部に形成される複数の水平方向溝を含んでよい。
【００２５】
　本開示の主題の別の態様によれば、浸漬管１３は、例えば、図５Ａに示されているよう
に、複数の開口部１４を含んでよい。例えば、本明細書で具現化されているように、複数
の開口部１４はそれぞれ、同じもしくは同様の間隔だけ離間された同じもしくは同様のサ
イズにしてよい。本開示の主題によれば、複数の開口部は、浸漬管の管状壁の長さに沿っ
て、開口部を通るほぼ均一な流量分布を形成するように構成されてよい。例えば、以下に
さらに詳細に説明するように、複数の開口部１４は、異なるサイズを有してよい、及び／
又は浸漬管１３の長さに沿って不均等に分布してよい。開口部のサイズ、形状、及び／又
は管状壁に沿った間隔の変化の様々な組み合わせは、限定でなく例示の目的のために、以
下で説明されている。限定ではなく例示の目的のために、本明細書で具現化されているよ
うに、開口部は、機械加工、レーザ穿孔、もしくは任意の他の適切な技術によって形成さ
れてよい。
【００２６】
　一般に、浸漬管は、流体リザーバ内の有益薬剤の最高濃度を有すると思われる領域を少
なくとも横切る、もしくはその領域を通って伸びるように構成される。限定ではなく例示
の目的のために、本明細書で具現化されているように、浸漬管１３は、流体リザーバ１２
内で、多くの適切な構造のうちのいずれかで配置されてよい。例えば、図３に示されてい
るように、浸漬管１３は、流体リザーバ１２の外周に沿って伸びてよい。追加的に又は代
替的に、浸漬管１３は、図４に示されているように、流体リザーバ１２の中央領域内で輪
状に巻かれてよい。追加として、もしくは別の代替として、浸漬管１３は、流体リザーバ
１２の全体もしくは一部の内部で蛇行構造を成してよい。さらに別の実施形態によれば、
図５Ａに示されているように、浸漬管１３は、流体リザーバ１２の１つの最端部もしくは
１つの角から別の端部もしくは別の角まで斜めに横切って伸びてよい。さらに別の実施形
態によれば、図５Ｂに示されているように、浸漬管１３は、流体リザーバ１２の１つの最
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端部もしくは１つの角から別の端部もしくは別の角まで斜めに横切り、その間に弓形形状
を形成するように湾曲するように伸びてよい。
【００２７】
　さらに別の実施形態によれば、図５Ｅに示されているように、浸漬管１３は、リザーバ
１２内に配置された接合部９９まで伸び、浸漬管の一部分９８ａ、９８ｂが接合部９９か
ら伸びてよい。限定ではなく例示の目的のために、本明細書で具現化されているように、
浸漬管１３は、出口端３３と接合部９９との間に開口部が含まれなくてよい。代替的に、
浸漬管１３は、本明細書に示されている任意の構造で、出口端３３と接合部９９との間に
１つ又は複数の開口部を含んでよい。例えば、本明細書で具現化されているように、部分
９８ａ、９８ｂは、接合部９９から伸び、第１の部分９８ａは出口に対してリザーバ１２
の上部領域に向かって伸び、第２の部分９８ｂはリザーバ１２の下部領域に向かって伸び
てよい。本明細書で具現化されているように、部分９８ａ、９８ｂはそれぞれ、本明細書
で示されている任意の構造で、１つ又は複数の開口部を含んでよい。例えば、本明細書で
具現化されているように、部分９８ａ、９８ｂは、同様の開口部構造を含んでよい。ある
いは、部分９８ａ、９８ｂはそれぞれ、異なる開口部構造を含んでよい。限定ではなく例
示の目的のために、本明細書で具現化されているように、上部領域及び下部領域は異なる
濃度の有益薬剤を含んでよく、そして上部領域及び下部領域に部分９８ａ、９８ｂが配置
される浸漬管１３は、送達プロセス時に装置から全体により均一な濃度の有益薬剤が送達
されるように、異なる濃度の有益薬剤を実質的に同時にリザーバから異なる開口部１４を
通して引き込むことができるように構成されてよい。
【００２８】
　本開示の主題のそれぞれの実施形態の穴付き浸漬管１３により、動作時に、流体リザー
バ１２の向きに関係なく、流体を流体リザーバ１２から引き込むことができる。例えば、
図３を参照すると、浸漬管１３は、全体にリザーバ１２の外周に沿って配置されてよく、
場合によっては、リザーバ１２の「角」に近接して浸漬管１３を配置することを含んでよ
い。追加的に又は代替的に、例えば、図４に示されているように、浸漬管１３は、リザー
バ１２の中央部の近くに配置される１つ又は複数の部分を有してよい。このように、液体
がリザーバ１２の中央部に閉じ込められた場合、例えば、リザーバ１２が水平方向の向き
になった場合に、浸漬管１３は、リザーバ１２の中央部から流体を受け取ることができる
。
【００２９】
　図５Ａ及び図５Ｂを参照すると、限定ではなく例示のために、図示されているように、
流体リザーバ内で使用するために本明細書で具現化されている浸漬管１３は、ＳＵＮＬＩ
ＴＥ製のＶＹＳＵＮ　１０２－８０－２６（非ＤＥＨＰ　ＰＶＣ）管材料、Ｄｕｐｏｎｔ
製のＥｌｖａｘ　３１８２－２　ＥＶＡのような樹脂材料、もしくは、例えば、Ｓａｉｎ
ｔ　Ｇｏｂａｉｎ製のＢｉｏｓｉｌ　Ｐｒｅｃｉｓｉｏｎシリコーンチューブのようなシ
リコーン管材料を使用して構成されてよい。本明細書で具現化されているように、高さが
約８０インチ、幅が約７４インチである流体リザーバ１２に対して、浸漬管１３の長さは
約１０５ｍｍとすることができ、管状壁１３ａは、約２ｍｍの直径の複数の開口部（図５
Ａでは「穴Ｃ」で示されている）を有することができる。図５Ａに示されているように、
開口部Ｃは、浸漬管１３の管状壁１３ａに沿って、管内側もしくは遠位端（図５Ａでは「
端部Ａ１」で示されている）から８．５ｍｍの位置から配置されてよい。浸漬管１３の遠
位端は、任意の適切なサイズもしくは形状にしてよい。浸漬管１３の遠位端は、開口部１
４から確実に全ての流体が流れるように閉鎖されてよい。例えば、限定ではないが、浸漬
管１３の遠位端は、扁平形状、テーパー状、もしくはフレア状としてよい。本明細書で具
現化されているように、それぞれの開口部Ｃは、浸漬管１３の管状壁１３ａの長さに沿っ
て８ｍｍ離間され、浸漬管１３の管状壁１３ａの周囲のまわりに隣接する開口部Ｃに対し
て９０°回転されてよい。限定ではなく例示の目的のために、例示的な流体リザーバ及び
浸漬管アセンブリの典型的な寸法を以下に示す。
【００３０】
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【表１】

【００３１】
【表２】

【００３２】
【表３】

【００３３】
　さらに、本明細書で具現化されているように、浸漬管１３は、３ｍｍの内径及び４．６
ｍｍの外径を有してよい。いくつかの実施形態では、浸漬管１３は、少なくとも約１．５
ｍｍの厚さを有してよく、いくつかの実施形態では、浸漬管１３は、少なくとも約１．６
ｍｍの厚さを有してよい。例えば、図５Ａに示されているように、浸漬管１３は、流体リ
ザーバ１２の内部を斜めに横切って（すなわち、流体リザーバ１２を二等分して）配置さ
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れてよい。さらに別の実施形態によれば、図５Ｂに示されているように、浸漬管１４は、
流体リザーバ１２の１つの角もしくは一端から別の角もしく別の端部まで斜めに横切り、
その間に弓形形状を形成するように湾曲するように伸びてよい。浸漬管１３は、リザーバ
入口（図５Ａでは、「端部Ａ２」で示されている）及びリザーバ１２の内部の管の反対側
端部Ａ１で、リザーバ１２に接合されてよい。このため、浸漬管１３がリザーバ１２内で
動くのを妨げる、もしくは防ぐことができる。
【００３４】
　浸漬管１３は、必要に応じて、もしくは適切な場合には、送達管として機能するために
流体リザーバ１２から伸びてよい。あるいは、本明細書で具現化されているように、カセ
ットハウジング１１の外側に配置されるアダプタが浸漬管１３の近位端に設けられてよい
、もしくは浸漬管１３の近位端に結合されてよい。このように、ポンプ３０の動作によっ
て流体リザーバ１２からユーザに有益薬剤を送達するのに、別個の送達管がアダプタに結
合されてよい。追加的に、ポンプ３０と相互作用させるために、浸漬管１３及び／又は送
達管の間に、もしくは浸漬管１３及び／又は送達管の一部として、蠕動管が設けられてよ
い。
【００３５】
　限定ではなく例示の目的のために、該アダプタの例示的な実施形態が図５Ａ及び図５Ｂ
に示されている。図示されているように、流体リザーバ１２は、カセットハウジング１１
の外側に配置されるアダプタ１５を含む。図５のアダプタ１５は、浸漬管１３の近位端に
結合される。本明細書で具現化されているように、浸漬管１３の近位端にポリプロピレン
製タケノコタイプのエルボ継手１６が設けられる。エルボ継手１６は、浸漬管１３の外側
端部に接着され、流体リザーバ１２と同一平面上に配向されてよい。蠕動管２３は、エル
ボ継手１６の反対側端部に装着もしくは結合されてよい。例えば、本明細書で具現化され
ているように、蠕動管２３は、Ｓａｉｎｔ　Ｇｏｂａｉｎ製のＢｉｏｓｉｌ　Ｐｒｅｃｉ
ｓｉｏｎ　ＰＣＳシリコーン管材料の部分から形成されてよい。蠕動管２３は、１．６ｍ
ｍの内径及び４．８ｍｍの外径を有してよい。接合継手２４は、蠕動管２３に接合されて
よく、送達管２０は、接合継手２４に接着されてよい。その結果、送達管２０は、流体リ
ザーバ１２と流体連結できるようになる。例えば、限定ではないが、送達管２０は、任意
の適切なポリマー材料及び材料の組み合わせから形成されてよく、本明細書で具現化され
ているように、Ｄｕｐｏｎｔ製のＥｌｖａｘ　３１８２－２　ＥＶＡの内径と、Ｃｏｌｏ
ｒｉｔｅ製の８０８８Ｇ－０１５（非ＤＥＨＰ　ＰＶＣ）の外径とを有してよい。
【００３６】
　したがって、図５Ａ及び図５Ｂに開示されている流体リザーバ１２及び浸漬管１３を有
する装置により、流体リザーバ１２の向きに関係なく、確実に有益薬剤の大部分を送達す
ることができる。さらに、複数の開口部を使用することにより、１つ又は複数の開口部が
送達時に閉塞されることに伴うリスクを低減することができる。
【００３７】
　しかしながら、有益薬剤の特定の製剤では、比較的粘性の高い流体（例えば、オイル、
ゲルなど）が使用される場合のように、開口部を通る流量分布が不均一になる恐れがある
ことは判明している。そのため、本開示の主題の別の態様によれば、浸漬管の長さに沿っ
た流体取り込み量の均一性を向上させるように浸漬管を変更することによって、投与精度
をさらに高めることができる。すなわち、真空ポンプシステムなどにおいて、真空供給点
（例えば、蠕動ポンプシステムでは、ポンプフィンガと管との間の接点）と流体供給点と
の間で圧力が失われ、その結果、真空ポンプシステムの管に沿って圧力変化が生じる可能
性がある。この圧力損失は、オイルやゲルのような比較的粘性の高い流体の場合、比較的
小さい管を通る流体の摩擦力及びせん断力により、さらに大きくなる。浸漬管１３の長さ
に沿った圧力変化は、浸漬管１３の長さに沿った複数の開口部１４により、浸漬管１３の
長さに沿って流体取り込み量が異なってしまう可能性がある。そのため、本明細書で具現
化されているように、複数の開口部は、管状部材の長さに沿って複数の開口部を通るほぼ
均一な流量分布を形成するように構成されてよい。例えば、真空圧力が最も大きいリザー
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バ１２の出口のより近くに配置される開口部１４は、小さいサイズにしてよく、除去され
てよく、及び／又は出口からもっと遠くに離間されてよい。いくつかの実施形態では、リ
ザーバ１２の出口のより近くにある開口部１４の数は減らしてよい。追加的に又は代替的
に、リザーバ１２の出口からもっと遠くに離間された開口部１４のサイズは大きくしてよ
い。別の代替案として、管の長さに沿った開口部１４のいくつかもしくは全ての形状は、
例えば、溝穴付き形状になるように変更されてよい。
【００３８】
　追加的に、隣接する開口部間の間隔は、管状壁の長さに沿って異なってよい。限定では
なく例示の目的のために、本明細書で具現化されているように、複数の開口部は、管状壁
の遠位端に向かって間隔が狭くなる。代替的に、複数の開口部は、管状壁の遠位端に向か
って、間隔が広くなってよい。
【００３９】
　さらに、本明細書で具現化されているように、複数の開口部は、管状壁の長さに沿って
横断面寸法が異なってよい。限定ではなく例示の目的のために、開口部１４のサイズは、
リザーバ１２の出口から浸漬管の端部に向かって、浸漬管１３の長さに沿って次第に大き
くなってよい。例えば、図１３Ａから図１３Ｃに示されているように、浸漬管１３は、浸
漬管の長さに沿ってサイズが異なり、浸漬管１３の管状壁１３ａの長さに沿って距離を変
えることによって浸漬管１３の出口端３３から離間され、浸漬管１３の管状壁１３ａの周
囲のまわりに角度を変えながら回転された開口部１２を有してよい。浸漬管１３の出口端
３３から遠位端に向かって浸漬管１３の長さに沿って開口部１４のサイズを次第に大きく
することによって、真空圧力の低下を補償することができる。例えば、浸漬管１３の長さ
に沿って開口部１４のサイズを大きくすることにより、浸漬管１３に沿って流体をより均
一に取り込むことができる。
【００４０】
　表１は、例示的な浸漬管開口部構造を示している。限定ではなく例示の目的のために、
穴番号もしくは穴位置は、浸漬管１３の出口端３３からの軸方向距離を指し、距離は、穴
番号もしくは位置番号が大きくなるのに伴って長くなる。本明細書で具現化されているよ
うに、また以下の表に示されているように、特定されない限り、穴番号もしくは位置番号
１は、浸漬管１３の出口端３３からの軸方向距離１８．１８ｍｍに対応し、各々の連続す
る穴番号は、浸漬管１３の出口端３３から約８ｍｍ足した距離を表している。そのため、
それぞれの穴番号もしくは位置番号は、わずか８ｍｍ間隔を示している。
【００４１】
【表４】

【００４２】
　表２は、別の例示的な浸漬管開口部構造を示している。図示されているように、最初の
２つの穴位置（例えば、出口端３３から約１８．１８ｍｍ及び２６．１８ｍｍ離れた位置
）では、開口部は形成されなかった。そのため、出口端３３から約３４．１８ｍｍ（浸漬
管１３の長さの約２０％である）離れた穴位置３に、第１の開口部が形成された。開口部
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は、浸漬管１３に沿った９個の軸方向位置に形成され、均一な直径を有する。比較のため
に、また本開示の主題の立証のために、表３に示されているように、一定の直径の開口部
、均一な間隔、及び浸漬管１３の出口端３３の近くに形成される開口部を有する浸漬管構
造全体において流量均一性は向上する。この構造では、最初の開口部は、比較的低い濃度
勾配の領域に配置されてよく、このことにより、送達プロセス時に、より均一な濃度の有
益薬剤を送達することができる。
【００４３】
　比較のために、また本開示の主題の立証のために、高い粘性及び異なる濃度を有する典
型的な製剤が例示のために製造された。限定ではなく、例えば、典型的な製剤は、本明細
書で具現化されているように、窒化ホウ素（ＢＮ）と高粘性ゲルを使用して、ゲルに対す
る窒化ホウ素の割合が６．７７％（ｗ／ｗ）で形成された。典型的な製剤の組成は、表Ａ
に示されている。
【００４４】
【表５】

【００４５】
　例えば、図５Ａ及び図５Ｄに示されているようなサンプル流体リザーバに、５０ｍＬの
典型的な製剤が充填され、サンプル流体リザーバは、薬剤送達リザーバに組み合わされた
。流体リザーバ内の異なる濃度の効果をさらに説明するために、遠心分離機に薬剤送達リ
ザーバが設置され、遠心分離機は、６６時間作動され、ゲル内のＢＮを加速させてゲル全
体にわたって異なる濃度のＢＮを生成した。遠心分離機の動作条件は図Ｂに示されている
。
【００４６】
【表６】

【００４７】
　薬剤送達リザーバは、薬剤送達リザーバ内の加速度の差を低減する、もしくは最小限に
抑えるために、３点脚半径で取り付けられた。その結果、例えば、図２３に示されている
ように、リザーバ全体にわたって異なる濃度の典型的な製剤が生成された。６６時間加速
された後の典型的な製剤の濃度は、垂直方向の破線に沿って示されている。図面内の流体
リザーバの各部分はそれぞれ、リザーバの上部からリザーバの下部に向かってリザーバの
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た後、流体リザーバの上部は、下部に比べて約６５％から７０％の濃度のＢＮを有する。
【００４８】
　比較のために、また本開示の主題の立証のために、図１９は、浸漬管を使用しない薬剤
送達リザーバと比較して、一定の穴サイズ及び間隔を有する浸漬管（本明細書では、「ハ
イブリッド１」もしくは「ベースライン」と呼ぶ）を使用した薬剤送達リザーバの投与量
ごとの例示的な公称濃度を示した図である。図２３に関して上述した異なる濃度を有する
典型的な製剤が使用され、流体は１ｍＬ／分の速度でリザーバから投与された。図１９を
参照すると、一定の穴間隔を有する浸漬管を使用した薬剤送達リザーバは、最初にバッグ
の上部から引き込むことができ、その後、バッグが空になって潰れた状態になると、徐々
にバッグへと戻すことができる。浸漬管の無いバッグの場合、流体引き込みは、バッグ圧
潰方式の機能とすることができる。本明細書に示されている変更された開口部構造と比較
するために、ハイブリッド１の容積全体で投与された濃度の結果が基準値となる。
【００４９】
　比較のために、また本開示の主題の立証のために、図２０は、表２に示されている開口
部構造を有する浸漬管を使用したカセット（ハイブリッド２）と比較して、均一な穴サイ
ズ及び間隔を有する浸漬管を使用したカセット（ベースライン）の投与量ごとの例示的な
公称濃度を示した図である。図２３に関して上述した異なる濃度を有する典型的な製剤が
使用され、流体は１ｍＬ／分の速度でリザーバから投与された。図２０に示されているよ
うに、表２の開口部構造では、ベースラインと比較して、投与量全体で比較的一貫して同
じ流体濃度の典型的な製剤を投与することができる。
【００５０】
【表７】

【００５１】
　表３は、別の例示的な浸漬管開口部構造を示している。表１の構造と比較して、出口端
３３の反対側に、浸漬管１３の遠位端に向かって別の開口部が加えられる。比較のために
、また本開示の主題の立証のために、一定の開口部サイズ及び均一な間隔を有する周知の
浸漬管を使用すれば、流入期間の間に、約９５％の流体が最初の２つの穴位置から浸漬管
１３に流れ込んだ。％流入は、流入期間の間に、対応する穴位置に形成された開口部（単
数もしくは複数）１４を通って浸漬管１３に取り込まれる流体の割合を示す。比較のため
に、また本開示の主題の立証のために、表２に示されているように、一定の直径の開口部
及び均一な間隔を有する浸漬管構造全体において、流量均一性は向上する。そのため、可
変濃度を有する製品と共に使用する場合、流量均一性の向上により、異なる位置から異な
る速さで流体を引き込むことで濃度変化を低減することができる。
【００５２】
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【表８】

【００５３】
　表４は、別の例示的な浸漬管開口部構造を示している。図示されているように、最初の
３つの穴位置に、比較的小さい開口部が形成され、それに続く９個の穴位置に、それより
も大きい穴が形成された。比較のために、また本開示の主題の立証のために、表４に示さ
れているように、一定の直径の開口部及び均一な間隔を有する浸漬管構造全体において、
典型的な製剤の流量均一性は向上する。
【００５４】
【表９】

【００５５】
　表５－１は、別の例示的な浸漬管開口部構造を示している。図示されているように、穴
位置１には開口部は形成されず、不均一な開口部の間隔が使用される。穴位置２．０、２
．９、３．８及び４．８では、浸漬管の対応する軸方向距離に１つの穴が形成される。そ
れに続く穴位置では、例えば、貫通穴を形成することによって、浸漬管の対応する軸方向
距離に２つの穴が形成された。表５－２及び図１４は、別の例示的な浸漬管開口部構造を
示している。図示されているように、穴位置１には開口部は形成されず、不均一な開口部
の間隔が使用される。穴位置２．０、２．９、及び３．８では、浸漬管の対応する軸方向
距離に１つの穴が形成される。それに続く穴位置では、例えば、貫通穴を形成することに
よって、浸漬管の対応する軸方向距離に２つの穴が形成された。比較のために、また本開
示の主題の立証のために、表５－１及び表５－２に示されているように、一定の直径の開
口部、均一な間隔、及び浸漬管１３の出口端３３の近くに形成される開口部を有する浸漬
管構造全体において、典型的な製剤の流量均一性は向上する。
【００５６】
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【表１０】

【００５７】
【表１１】

【００５８】
　表６は、図１３Ａから図１３Ｃの例示的な浸漬管開口部構造を示している。図示されて
いるように、穴位置１には開口部は形成されず、不均一な開口部の間隔が使用される。比
較のために、また本開示の主題の立証のために、表６に示されているように、一定の直径
の開口部、均一な間隔、及び浸漬管１３の出口端３３の近くに形成される開口部を有する
周知の浸漬管構造全体において、流量均一性は向上する。図２１は、表６に示されている
開口部構造を有する浸漬管を使用した薬剤送達リザーバ（構造４）と比較して、均一な穴
サイズ及び間隔を有する浸漬管を使用した薬剤送達リザーバ（ベースライン）の投与量ご
との例示的な公称濃度を示した図である。図２３に関して上述した異なる濃度を有する典
型的な製剤が使用され、流体は１ｍＬ／分の速度でリザーバから投与された。図示されて
いるように、表６の開口部構造を使用すれば、投与濃度はバッグからの排出量全体にわた
って実質的に均一になったので、均一な穴の浸漬管を使用する場合と比較して、典型的な
製剤の投与精度は約９倍向上することになる。
【００５９】
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【表１２】

【００６０】
　表７及び図１５は、別の例示的な浸漬管開口部構造を示している。図１５は、浸漬管１
３の開口部１４の構造を説明するために、扁平形状の例示的な浸漬管１３を示した図であ
る。表７及び図１５の構造では、溝穴付き開口部構造が使用されている。さらに、穴位置
１には機構部は形成されず、不均一な溝穴長さが使用される。比較のために、また本開示
の主題の立証のために、表７に示されているように、一定の直径の開口部、均一な間隔、
及び浸漬管１３の出口端３３の近くに形成される開口部を有する周知の浸漬管構造全体に
おいて、流量均一性は向上する。図２２は、表７に示されている開口部構造を有する浸漬
管を使用した薬剤送達リザーバ（構造５）と比較して、均一な穴サイズ及び間隔を有する
浸漬管を使用したカセット（ハイブリッド１）の投与量ごとの例示的な公称濃度を示した
図である。図２３に関して上述した異なる濃度を有する典型的な製剤が使用され、流体は
１ｍＬ／分の速度でリザーバから投与された。図示されているように、表７の構造にする
ことにより、均一な穴の浸漬管に対して、典型的な製剤の投与精度が約５０％向上するこ
とになる。さらに、表７の構造では、実質的に均一なスリット幅を形成することにより、
製作公差の影響を低減する、もしくは最小限に抑えることができる。
【００６１】
【表１３】

【００６２】
　表８及び図１６Ａは、別の例示的な浸漬管開口部構造を示している。図１６Ｂは、図１
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６Ａに対して９０°回転した例示的な浸漬管１３を示した図である。図１６Ｃは、例示的
な蠕動管に接合された例示的な浸漬管１３を示している。図１６Ｄは、浸漬管１３の開口
部１４の構造を説明するために、扁平形状の例示的な浸漬管１３を示した図である。表８
の構造では、本明細書で具現化されているように、各々の開口部は同じ直径を有する。さ
らに、穴位置１には開口部は形成されない。流量分布は、それぞれの位置の穴の数及び穴
間の間隔により調整可能である。比較のために、また本開示の主題の立証のために、表８
に示されているように、一定の直径の開口部、均一な間隔、及び浸漬管１３の出口端３３
の近くに形成される開口部を有する周知の浸漬管構造全体において、典型的な製剤の流量
均一性は向上する。
【００６３】
【表１４】

【００６４】
　そのため、上述したように、複数の開口部は、管状部材の長さに沿って複数の開口部を
通るほぼ均一な流量分布を形成するように構成されてよい。限定ではなく例示の目的のた
めに、本明細書で具現化されているように、複数の開口部は、管状壁の長さに沿って隣接
する開口部間の間隔が異なってよい。例えば、本明細書で具現化されているように、複数
の開口部は、管状壁の遠位端に向かって次第に間隔が狭くなってよい。追加的に、上述の
構造のいずれかもしくは全てと組み合わせて、もしくは代替的に、複数の開口部は、管状
壁の長さに沿って横断面寸法が異なってよい。例えば、本明細書で具現化されているよう
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述の構造のいずれかもしくは全てと組み合わせて、もしくは別の代替案として、複数の開
口部は、１つ又は複数の形状にすることができ、例えば、限定ではないが、溝穴付き形状
、円形、及び／又は任意の他の適切な形状にすることができる。さらに、上述の構造のい
ずれかもしくは全てと組み合わせて、もしくは別の代替として、複数の開口部のうち出口
端に最も近い１つは、管状壁の長さの少なくとも１５％の距離だけ出口端から離間されて
よく、本明細書で具現化されているように、複数の開口部のうち出口端に最も近い１つは
、管状壁の長さの約２０％の距離だけ出口から離間されてよい。さらに、上述の構造のい
ずれかもしくは全てと組み合わせて、もしくは別の代替案として、複数の開口部のうち少
なくとも２つは、管状壁の長さに沿って軸方向に整列され、管状壁の周囲方向に離間され
てよい。本明細書内で説明されているように、本開示の主題によれば、リザーバ内の流体
有益薬剤は、出口端に近い領域から遠位端に近い領域に向かって次第に増加する容積及び
濃度を有してよく、本明細書で具現化されているように、浸漬管は、実質的に均一な濃度
で流体有益薬剤の容積を送達するように構成されてよい。
【００６５】
　さらに、本明細書で具現化されているように、蠕動ポンプの流量精度は、蠕動管２３の
張力を調整することによって向上させることができる。本明細書で具現化されているよう
に、管の張力適合は、所望の張力を実現するために蠕動管２３の長さ及び直径を調整する
ことによって実現されてよい。すなわち、蠕動管２３の長さを短くすることで、張力が増
加し、流量全体が減少する。蠕動管２３の長さを長くすることで、張力が減少し、蠕動管
２３の座屈が発生し、取り付け及び繰り返し精度の問題が生じる。
【００６６】
　図１７は、継手間管長さ（インチ）に対して、２．２７５インチの公称長さを有する蠕
動管の一部が１／３２インチごとに＋／１　１／８インチだけ伸張された、もしくは緩め
られた場合の累積流量（ｍＬ／時間）を示す図である。各々の管長さの３つのサンプルを
使用して試験が行われ、試験運転を短い長さから長い長さまで行い、その後、長い長さか
ら短い長さに戻り、試験運転がランダム化され、全ての長さにおけるデータが取得された
。図１６は、張力が増加すると、流量が減少することを示している。一方、緩み／座屈が
大きくなると、流量は増加した。さらに、図１７は、２．２７５インチの公称長さを有し
、約１／３２インチ伸張する蠕動管では、＋／－１／１６インチの許容誤差範囲があり、
流量は約９１ｍｌ／時間から９６ｍｌ／時間の間にとどまることになる。
【００６７】
　例えば、本明細書で具現化されているように、蠕動管２３は、少なくとも約０．７８２
ｍｍ（０．０３１インチ）伸張されてよい。エルボ継手１６及び接合継手２４と共に、カ
セットハウジング１１によって、特定の長さが定位置で保たれてよい。蠕動管２３の張力
を調整することによって、ポンプ流量精度及び繰り返し精度を向上させることができる。
【００６８】
　図１８は、例示的な接合継手２４を示している。管クランプ２５（図５Ｂに示されてい
る）は、送達管２０に接続されることにより、ユーザが所望の向き及び位置に管を調節し
て固定することができるようにする。さらに、本明細書で具現化されているように、接続
アセンブリ２６（図５Ｂに示されている）は、送達管２０の端部に設けられることで、管
とリザーバをポンプ装置に接続することができる。限定ではなく例示の目的のために、例
示的な接合継手の典型的な寸法を以下に示す。
【００６９】
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【表１５】

【００７０】
　別個に形成される場合、流体リザーバ１２は、カセットハウジング１１に取り付けられ
てよい。例えば、本明細書で具現化されているように、カセットハウジング１１は、流体
リザーバ１２を受容して収容することができる２つのエンクロージャクラムシェル形状部
分１７、１８（例えば、図６Ｂに示されている）を有する構造にしてよい。２つのクラム
シェル形状部分１７、１８は、接着されるか、もしくは、例えば、超音波溶接によって接
合されてよい。さらに、本明細書で具現化されているように、蠕動管２３は、カセットハ
ウジング１１の片側のＲＦＩＤエンクロージャシェル１９によって、及び摩擦接触部（例
えば、図６Ａの「Ｄ」で示されている）もしくはカセットハウジング１１の反対側の他の
受容機能部によって受容されてよい。したがって、蠕動管２３はハウジング１１内で懸架
されてよく、そのことによりポンプ機構内部での蠕動管２３の形状もしくは寸法をさらに
調整することができ、カセットハウジング１１内の蠕動管２３の輪郭を小さくすることが
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できる。
【００７１】
　上述したように、本明細書に開示されているカセット１０は、様々なポンプもしくは同
様の流体送達装置と共に使用されてよい。限定ではなく例示の目的のために、図１、図２
、図７から図１２のポンプ３０について説明する。ポンプ３０は、ポンプハウジング３１
を含んでよい。ポンプハウジング３１は、流体駆動部品を有するポンプアセンブリを含ん
でよい。ポンプアセンブリは、例えば、蠕動ポンプとして構成されてよい。例えば、蠕動
ポンプは、モータ、カムシャフト、及びカムシャフトの長さに沿って配置される複数のフ
ィンガプレートを含んでよい。カムシャフトは、カムシャフトの長手方向軸を中心として
回転させるためにモータに結合されてよく、カムシャフトの長さに沿って配置される螺旋
係合部を画定する少なくとも１つの半径方向外側突起部を有してよい。複数のフィンガプ
レートは、カムシャフトの長さに沿って配置されてよい。各々のフィンガプレートは、カ
ムシャフトの長手方向軸に対して横方向に運動するために取り付けられてよく、カムシャ
フトを受容するように形成される開口部を有してよい。
【００７２】
　ポンプハウジング３１は、カセット基部領域８３を受容するために受容領域３２（例え
ば、図７に示されているように）を有してよい。流体駆動部品は、受容領域近くに配置さ
れてよい。例えば、本明細書で具現化されているように、カセット１０は、場合によって
は、送達管もしくは蠕動管によって、ポンプ３０の流体駆動部品と位置合わせして、ポン
プ３０の受容領域３２に接合されてよい。さらに、本明細書で具現化されているように、
カセット１０は、９０°の角度でポンプハウジング３１によって受容され（例えば、図７
及び図８に示されている）、ポンプハウジング３１に対して９０°回転されてポンプハウ
ジング３１とほぼ平行な向きにされてよい（例えば、図９から図１１に示されている）。
カセット１０は、回転されてばね式クリップ５０と係合され（図１１）、そのことにより
ハウジング３１内でカセット１０を保持することができる。さらに、本明細書で具現化さ
れているように、クリップ５０は、没入されることでハウジング３１からカセット１０を
外すことができる。
【００７３】
　図７から図１２に示されているように、限定ではなく例示の目的のために、装置１００
は、ポンプハウジング３１に結合され、開位置と閉位置との間で可動なラッチ４０を含ん
でよい。図７は、カセット１０とポンプ３０とが分離された分解図である。図８から図１
１は、カセット１０とポンプが開位置のラッチ４０によって接合される様子を連続的に示
した図である。図１２は、閉位置まで移動されたラッチ４０を示した図である。ラッチ４
０が開位置にある時に、カセット１０を受容領域３２に挿入し、受容領域３２から取り外
すことができる。ラッチ４０が閉位置にある時に、カセット基部領域８３が受容領域内に
配置されることでカセット１０をポンプ３０に固定することができる。送達管及び／又は
蠕動管は、場合によっては、送達管の長さに沿って流体駆動部品と作動係合することがで
きる。ラッチ４０は、例えば、本明細書で具現化されているように、ばねラッチとして構
成されてよい。ラッチ４０は、ポンプ本体３１の凹部内に配置されてよく、そのため、ラ
ッチ４０が閉位置にある時に、ラッチ４０をポンプ本体３１と実質的に面一にすることが
できる。
【００７４】
　本明細書に示されている部品はそれぞれ、任意の適切な材料（例えば、プラスチック、
複合材料、金属など）で作られてよく、意図した目的に適した技術で作られてよい。本開
示の主題は、以下で請求される特定の実施形態以外に、以下で請求される従属の機能及び
上記で開示した機能の任意の他の可能な組み合わせを有する他の実施形態も対象である。
したがって、本明細書で開示した特定の機能は、本開示の主題の範囲内で他の形で互いに
組み合わされてよく、本開示の主題は、さらに厳密には、任意の他の可能な組み合わせを
有する他の実施形態を対象とするものと理解されなければならない。したがって、本開示
の主題の特定の実施形態の上記説明は、例示及び説明の目的のために提示されたものであ
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る。本開示の主題は徹底的なものを意図するものではなく、本開示の主題を開示されてい
る実施形態に限定するものではない。
【００７５】
　本開示の主題の精神もしくは範囲から逸脱せずに、本開示の主題の方法及びシステムに
様々な変更及び変形を加えてよいことは、当業者には明らかになるであろう。したがって
、本開示の主題は、添付の請求項の範囲内にある変更及び変形を含むものとする。
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